
  

回 覧           平成２５年８月１５日 （三股町） 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

                

 

◆ 三股町成人式の実行委員を募集します 

平成２６年１月５日（日）実施予定の成人式において、企画・運営に参加

する実行委員を募集しています。自分たちの手で心に残る成人式をつくって

みませんか。性別は問いませんので、やる気のある皆さんのご応募をお待ち

しています！ 

募集人数 １０人程度 

年  齢 平成２６年４月１日までに１９～２０歳を迎える人 

内  容 ★１０月より夜間に数回集まり、成人式の企画・運営に関する

ことを話し合います 

（会議日は実行委員の都合を考慮して決めます） 

★式典の運営を中心となって行います。 

募集締切 ９月１３日（金） 

※お問い合わせは、教育委員会 教育課 生涯学習係（中央公民館内） 

（☎５２－１１１１・内線４３３）にお願いします。 

 

 
 
 
 
◆『 「救急の日」２０１３ ｉｎ 都城ぼんち市 』が 
                   開催されます 
 
都城ぼんち市の会場で、皆さんに救急の仕事について知っていただくため

のイベントを開催します。 

●日時 ：９月８日（日） 午前８時～１１時 

●場所 ：都城ぼんち市会場（旧大丸デパート裏通り） 

●内容 ：救急車展示、救急資器材の展示、心臓マッサージの体験 

☆救急車と写真撮影をすることもできます。 

                                                  

※お問い合わせは、 

都城市消防局警防救急課 （☎２２－８８８３）にお願いします。 
 

【№】 

表紙 

 

１ 

 

２ 

３ 

 

 

４ 

 

５ 

  

６ 

７ 

 

 

８ 

【内   容】 

◆三股町成人式の実行委員を募集します 

◆『 「救急の日」２０１３ ｉｎ 都城ぼんち市 』が開催されます 

◆平成２５年度宮崎県障がい者スポーツ教室を開催します 

◆誘致企業のパート募集のお知らせ  

◆家内労働（内職）情報のお知らせ  

◆全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉自動放送試験を実施

します 

◆１０月１日「住宅・土地統計調査」が実施されます 

◆おもちゃ病院三股は９～１０月に休院します 

◆「平成２５年度三股町文化賞・功労賞」候補者をご推薦ください 

◆献血へのご協力をお願いします 

◆ ７歳６か月未満の子どもがいる家庭の保護者の皆さまへ 

◆ 農業従事者の皆さんへ 農業者年金（積立年金）に加入しませんか 

◆ 畜産農家の皆さんへ 

◆ 農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による町商品券交換

事業を実施しています 

◆「行政相談」を実施します 

◆「法律相談」（無料）を実施します 

 

【分 類】 

① 募 集 

② 催 し 

③ 講座・教室 

④ お知らせ 

 

 

 

 

 

 

⑤保健と福祉 

（一般） 

⑧農林畜産業関連 

 

 

 

⑨ 相 談 

 

 

 

 

① 募 集 

② 催 し 
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◆ 平成２５年度宮崎県障がい者スポーツ教室を開催します 

 

◎次の通り、「平成２５年度宮崎県障がい者スポーツ教室」を開催します。     

お気軽にお申し込みください。 

 

１．開 催 日 時：９月８日（日） 午前１０時～正午 

２．会   場：町体育館 

３．実 施 種 目： 

★風船バレー 

バドミントンコートを使い、自分のコートに入った風船を、競技者６人全

員で規定の１０回（場合により変更）以内で、相手コートに打ち返すバレ

ーボール型の競技です。 

 

 

 

 

 

 

 

★ディスゲッター 

ディスクを投げてパネルを落とし、落とした枚数で得点を競う競技です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．申 込 期 限：８月３０日（金） 

５．用意するもの：屋内シューズ・タオル・飲み物など 

 ☆参加料は無料です 

※お申し込み・お問い合わせは、福祉課 社会福祉係 （１階 ⑥番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線１６４・１６５）にお願いします。 

 

◆ 誘致企業のパート募集のお知らせ 
 

明るい職場で楽しく元気良く働いてみませんか？ 
 

町では、雇用対策の一環として企業誘致を進めていますが、平成１７年８

月から本町で創業している「㈲育みの里しろはと」が積極的に地元からパー

トを採用することを予定しています。 

現在、求職中の人、興味のある人はぜひご相談ください。 
 

 会 社 名 「有限会社 育みの里しろはと」 

 職 種 サツマイモの素揚げ、蒸し芋、焼き芋の工場 

サツマイモの加工工場内作業 

 仕 事 内 容 サツマイモの選別・加工・検品・箱詰め作業や清掃など 

 期 間 ９月１６日（月）～平成２６年３月２９日（土） 

 勤 務 時 間 ①午前８時～午後５時 

②午前８時～午後１時３０分 

③午後４時３０分～午前１時３０分 

④午後５時～１１時 

⑤午後５時～午前２時 

⑥午後７時～午前０時 

⑦午後１１時～午前５時 

⑧午後１１時３０分～午前８時３０分 

⑨午前０時～６時 

 時 給 ６８０円（昇給あり） 

 休 日 会社カレンダーによる 

 待 遇 交通費支給・精皆勤手当あり 

 応 募 方 法 面接日時を連絡しますので、電話でご応募ください。 

※ 面接時には履歴書（写真貼付）をご持参ください。 

※お問い合わせは、 

有限会社 育みの里しろはと   

〒889－1914 三股町大字蓼池３６９７番地１  

（☎５１－２０４５） にお願いします。 

③ 講座・教室 ④ お知らせ 



 №２

◆ 家内労働（内職）情報のお知らせ    

 

 

県の就職相談支援センター（家内労働相談窓口）では、家内労働の情報提

供とあっせんを無料で行っています。いろいろな内容の仕事の情報提供をし

ていますので、ぜひご利用ください。 

 

◎家内労働をお探しの人へ 

ご希望の家内労働がありましたら、就職相談支援センターにお問い合わせ

ください（ご希望の家内労働の募集がすでに終了の場合は、ご了承ください）。 

電話での相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 

 

◎事業所の人へ  

家内労働に適したお仕事はありませんか？ 

★データ文字入力・部品組み立て・刺しゅう・編み物などの経験者・ワー

プロ・マイクロソフトエクセル・マイクロソフトワードなどの資格を持

った人も登録しています。 

★ボタン付け・糸切り・ラベル貼り・宛名書き・アクセサリー作り・データ 

入力・箱組み立て・部品組み立てなどの内職や短期間の内職も受け付けてい

ます。 

内職者募集の際には、ぜひ「就職相談支援センター」をご利用ください。 

相談日：月曜日 ～ 金曜日 ・ 相談時間：午前 ９時 ～ 午後 ５時 

 

 

 

 

 

 

☆内職者を募集しています！ 

＜仕事によっては細かい作業もあり、そのほかの求人条件が加わることがあります＞ 

仕事の内容 委託地域 工 賃 

干支の置物の絵付けなど 
三股町、都城市とその近辺 

高原町、小林市の一部地域 
作業内容による 

自動車用ハーネスのサブ作り 三股町、都城市とその近辺 4～ 20 円／本 

学生服まとめ（まつり、スナ

ップ、しつけなど） 
三股町、都城市とその近辺 製品による 

学生服ミシン縫製 三股町、都城市とその近辺 製品による 

大島紬織り 三股町、都城市とその近辺 
2 万～4 万 5 千円 

／反  

婦人服（スカート・パンツ）

の裏地・ベルト縫製 
三股町、都城市 製品による  

                                ８月１日現在 

※お問い合わせは、 

都城就職相談支援センター（都城総合庁舎１階 都城県税・総務事務所内） 

（☎／ＦＡＸ・２５－０３００）にお願いします。 

 

 

☆詳しくは宮崎県庁のホームページをご覧ください。  

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/shoko/rodo/kanairodo/index.html 
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◆ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の 

全国一斉自動放送試験を実施します 

国が実施する全国瞬時警報システム【通称：J-ALERT（ジェイアラート）】の

全国一斉自動放送などの試験訓練に合わせ、本町でも試験放送を実施します。 

町内各所に設置されている防災行政用無線のスピーカーから音声が一斉に

流れます。ご理解とご協力をお願いします。 

○日   時：９月１１日（水） 

       試験①  午前１１時ごろ 

試験②  午前１１時３０分ごろ 

 

○試験方法：防災行政無線（広報塔）を使用します。 

 

○放送内容： 

・「これは試験放送です」（３回鳴らします） 

       ↓ 

・コールサイン（１回鳴らします） 

          ↓ 

・下りチャイム（１回鳴らします） 

 

○そのほか 

＊全国瞬時警報システム「J-ALERT」は、緊急事態の情報を、国が人工衛

星を使い、町の防災行政無線を直接起動させてお知らせするものです。 

＊災害発生や気象状況によっては、試験放送を中止する場合があります。 

中止の場合は防災行政用無線によりお知らせします。 

 

※お問い合わせは、総務課 危機管理係（２階 ⑧番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２３１）にお願いします。 

 

 

～住まいから 描く日本の 未来地図～ 

◆ １０月１日「住宅・土地統計調査」が実施されます 
 

 総務省統計局（宮崎県・三股町）では、１０月１日現在で住宅・土地統計

調査を実施します。 

 

＜調査のねらいは･･･＞ 

 住生活に関する最も基本的で重要な調査で、 

① 住生活を支える居住環境 

② 耐震性・防火性といった住宅性能水準の達成度や省エネルギー性能住宅 

③ 土地の有効利用状況 

 などの基礎資料を得ることです。 

 

＜調査の対象は･･･＞ 

  全国約 350 万世帯を対象とした大規模な調査です。 

 

＜調査の結果は･･･＞ 

耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに

幅広く利用されます。 

 

・調査の対象となった世帯に９月以降に統計調査員が伺います。 

・調査員は「調査員証」を必ず携帯しています。 

・ご不審の際はご確認ください。 

 ・調査対象に選ばれた場合は、ご協力をお願いします。 

 

＊記入内容の秘密は守られます＊ 

 調査票に記入していただいた内容をほかに漏らしたり、統計以外の目的に

使用することは、法律で固く禁じられています。安心してご記入ください。 

  

 

※ お問い合わせは、地域政策室 地域政策係（２階 ⑦番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２２３）にお願いします。 
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◆ おもちゃ病院三股は９～１０月に休院します 

 

 おもちゃ病院三股は、都合により、９～１０月の２カ月間、休院します。

１１月から通常通り開院しますのでよろしくお願いします。 
 

【おもちゃ病院三股】【おもちゃ病院三股】【おもちゃ病院三股】【おもちゃ病院三股】 

期 日 毎月第３土曜日 

時 間 

・受け付け   午後１時～３時 

・開 院   午後１時～５時 

場 所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、どんなおもちゃでも修理します。 

・ただし、破損のひどい物、欠品のある物については、修理で

きない場合があります。現物を見て判断しますので、ご持参

ください。 

・ＡＣ電源により作動させる電化製品などは修理対象外です。 

※お問い合わせは、 

 代表：横山健一（☎携帯０９０－５９４０－５６６０） 

増田親忠（☎携帯０９０－１９２６－８７８３）にお願いします。 

 

 

 

 

◆ 「平成２５年度三股町文化賞・功労賞」候補者を 

ご推薦ください 
 

  町では毎年、町の文化の向上・発展に寄与し、学術・芸術・技術・体育の

各部門の功績が特に著しい個人・団体を表彰しています。 

今年も１１月３日（日）の文化の日に表彰式を開催するため、選考準備を

進めています。 

対象者の年齢は問いません。各部門において、皆さんの周りで素晴らしい

功績を上げた人・団体がいましたら、ぜひ推薦してください。 

 

 

＜表彰の種類＞  文化賞・功労賞 
 

＜対 象 部 門＞   学術・芸術・技術・体育の４部門 
 

＜表 彰 範 囲＞  町在住者、出身者または縁故者および町内所在の団体 
 

＜選 考 方 法＞ 「文化賞等受賞者選考審査会」を設け、審査します 
 

＜表 彰 式＞  １１月３日(日・祝) 文化の日に行います 
 

＜提 出 期 限＞  ８月３１日(土) 
 

＜推薦書の提出先＞ 町立文化会館  

（推薦書用紙は町立文化会館にあります）  

 

※お問い合わせは、町立文化会館 （☎５１－３４６２）にお願いします。 
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◆ 献血へのご協力をお願いします 

 

 

夏場は、血液が不足します。ぜひご協力ください。 

 

 

※当日の状況によって、やむを得ず予定時間が変更となる場合があります。 

 

検査後、血液型（Ｒｈ±を含む）や肝炎などの一部感染症の有無・各検査

の数値など健康管理の目安となる検査サービス通知を郵送しています。 

健康管理にお役立てください。 

 

●４００㍉㍑献血にご協力ください● 

 

・ 男性１７～６９歳、女性１８～６９歳 

・ 体重５０㌔㌘以上の体調の良い人など 

・ ただし、６５歳以上の人は６０～６４歳までに献血経験のある人に 

限られます。その他、当日の問診により献血できない場合があります。 

 

 

※ お問い合わせは、健康管理センター 

（☎５２－８４８１）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ７歳６か月未満の子どもがいる家庭の保護者の皆さまへ 
    

 

 

 

ポリオの予防接種は、７歳６か月未満の子どもが無料で受けられる予防接種

です。ポリオワクチンの接種回数が不足している人は早めに受けてください。 

接種回数については、下表と母子健康手帳のポリオ接種歴でご確認ください。 

 

【対 象 年 齢】 生後３か月～９０か月（７歳６か月）未満  

 

【接 種 の 方 法】 指定医療機関で個別接種(予約の電話を入れてから受診

しましょう) 

 

【持って行くもの】 母子健康手帳 

 

【接 種 料 金】 無料（町が約１万円負担しています）。 

※７歳６か月を過ぎると任意接種となり、全額自己負担

となります。 

【接種回数】 

ポリオワクチン接種歴 接種の方法 

生ポリオワクチン 

接種回数２回 

接種終了 

（不活化ワクチン接種の必要はありません） 

生ポリオワクチン 

接種回数１回 
不活化ワクチンを３回接種 

生ポリオワクチン 

接種回数０回 
不活化ワクチンを４回接種 

 
☆平成２４年９月から生ポリオワクチンが不活化ポリオワクチンに
移行しました。 

☆平成２４年１１月から接種が始まった、４種混合ワクチン(百日ぜ
き・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)にはポリオワクチンが含
まれています。 

 

※お問い合わせは、健康管理センター 

（☎５２－８４８１）にお願いします。  

 

 

 

期 日 ８月２７日（火） 

時 間 午前９時３０分～正午、午後１時～４時３０分 

場 所 
三股町役場  
（１階ロビーで受け付け後、献血車内で行います） 

⑥ 保健と福祉（一般） 

ポリオワクチン接種勧奨のお知らせ 
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◆ 農業従事者の皆さんへ  

農業者年金（積立年金）に加入しませんか 

～老後の備えは国民年金にプラス農業者年金～ 

 

「農業者年金」は、自分自身が納めた保険料とその運用収入を将来受け取る

年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決ま

る確定拠出型年金です。 

平成１４年から現在の積み立て方式の年金制度になりました。 
 

【加入資格】 

◎国民年金第 1号被保険者で、年間６０日以上農業に従事する６０歳未満の人 

（注１）国民年金の付加年金（保険料月額４００円）への加入が必要 

（注２）国民年金保険料の免除者は加入できません 

（注３）国民年金基金・みどり年金基金に加入していない人 

☆配偶者、後継者など家族農業従事者、自分名義の農地を持っていない 

農業者も加入できます。 

☆脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわら

ず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。 

【保険料】 

①月額２万円～６万７千円までの間で、千円単位で自由に納付金額が決め

られます。農業経営の状況や老後設計に応じて納付金額はいつでも見直

せます。 

②条件を満たせば、２割から５割の国庫補助の保険料助成が受けられる政

策支援制度があります。ただし、保険料は月額２万円に固定され、加入

者が負担する保険料は２万円から国庫補助額を差し引いた金額となりま

す。また将来、国庫補助額分を年金として受け取るためには、経営継承

などの条件を満たす必要があります。 

【税制の控除】 

◎納付した保険料の全額が社会保険料控除として、所得から控除 

でき節税につながります。 

 

☆農業者年金に加入すれば 

～農業者年金の支給額（年額）の試算～ 

保険料月額２万円で加入した場合 

運用利回り２.０７％の 

場合 

運用利回り３.００％の 

場合 

加入 

年齢        

納付 

期間 

男性 女性 男性 女性 

２０歳 ４０年 ７５万７千円 ６４万７千円 ９３万８千円 ８０万円 

３０歳 ３０年 ５１万５千円 ４４万１千円 ６０万８千円 ５２万円 

４０歳 ２０年 ３１万３千円 ２６万７千円 ３５万３千円 ３０万１千円 

５０歳 １０年 １４万３千円 １２万２千円 １５万４千円 １３万２千円 

 

★この試算は、通常加入の保険料月額２万円で加入し、６５歳までの

運用利回りが 2.07％および 3.00％、６５歳以降の予定利率が 1.15％

となった場合の試算です。 

運用利回り 2.07％は制度発足以降１１年間の運用利回りの平均で

す。予定利率 1.15％は農林水産省告示（平成 25 年 4 月 1 日施行）

により定められている率です。 

 

※お問い合わせ・ご相談は、 

  産業振興課 農業委員会事務局（３階 ⑫番窓口） 

  （☎５２－１１１１・内線３４２）または、 

  都城農協三股支所 金融共済課（☎５２－１１２２） 

  農業者年金基金（☎０３－３５０２－３９４２）にお願いします。 

 

⑧ 農林畜産業関連 
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◆ 畜産農家の皆さんへ 

 

 

 
 

中国、台湾で鳥インフルエンザ(Ｈ７Ｎ９)の続発が報告されています。本

病は人を介しての感染や物流を通じての感染も懸念されます。養鶏農家にお

いては、養鶏施設への関係者以外の侵入に留意するとともに防鳥ネットなど

の再点検、補修を心掛けてください。 

また口蹄疫については、中国で発生件数の増加および発生自治区の

拡大が報告されており予断を許さない状況にあります。  

再度、畜産施設及び周辺の消毒の慣行をお願いします。  

         

    

    

          

・畜舎入り口への石灰散布 ・踏み込み消毒槽の設置  ・空畜舎の消毒 

  ≪次のことを守りましょう≫ 

①長靴の履き替え 

  農場用と外出用の長靴を履き替えることで、長靴に付着したウイルスの

侵入を防ぎます 

 ②踏み込み消毒槽の設置と点検 

  踏み込み消毒槽は必ず設置し、消毒薬が汚れたら取り替えましょう 

 ③農場訪問者の記録および立ち入り禁止 
農場内への部外者立ち入りを禁止するほか、畜産関係者や飼料運搬車な
ど、農場に立ち入る人や車がいつ来たかを記録し、保存しておきましょ
う。 

 ④早期発見・早期通報 

  家畜に異常が見られたら、すぐに獣医師または都城家畜保健衛生所に連

絡しましょう 

★消毒薬・農場訪問記録用紙の必要な人は町役場で配布しています 

町役場３階 ⑫産業振興課まで取りに来てください 

※ お問い合わせは、産業振興課 畜産振興係（３階 ⑫番窓口）         

（☎５２－１１１１・内線３３１・３４３）にお願いします。 

 

◆  農業用廃棄ビニール処理量のポイント化による 

町商品券交換事業を実施しています 

農家の皆さんへ 

町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会では、農業用廃棄プラ

スチック類（ビニールなど）の「再生処理利用」を目的とした排出処理を

さらに促進するため、皆さんが処理した量をポイント化し、累積したポイ

ント数に応じて「三股町商工会オリジナル商品券」との交換事業を行って

います。 

農業用廃棄ビニールなどの不法焼却・不法投棄は法律で禁止されていま

す。適正処理への認識を高めるとともに、この事業に積極的にご参加くだ

さいますようお願いします。 

 ◎事業の対象者は、次の要件を全て満たしていることが必要です。 

１．農業を営み、町内に居住していること。 

２．協議会の実施する処理要領（処理日、場所や分別など）を守ること。 
 
◆◆◆◆  農業用廃棄プラスチック処理業務のお知らせ 

 

使用済みプラスチックは、排出業者（農業者）の責任で、適正に処理す

ることが義務付けられています。 

☆９月の農業用廃プラスチックの処理業務は次の通り実施します。 

日  時 

９月４日（第１水曜日）・９月１８日（第３水曜日） 

≪午後１時３０分～３時３０分≫ 

★雨天の場合は中止になる場合があります。 

★不明な場合は下記の事務局までお問い合わせください。 

場  所 町最終処分場（クリーンヒルみまた） ☎５２－５４２４ 

搬入方法 
土・くずなど異物を取り除き、種類別・色別に分別して２０㌔

㌘程度に結束して搬入してください。 

処理料金 

塩  化  ビ  ニ  ル・・・㌔㌘当たり  ６円 

ポ リ 系・・・㌔㌘当たり ２３円 

硬質プラスチック類・・㌔㌘当たり ４１円 

注意事項 
★処理料金は現金払いです。 

★印かんをご持参ください。 
 

※お問い合わせは、（事務局）産業振興課 農業振興係（３階 ⑫番窓口） 

              （☎５２－１１１１・内線３５３）にお願いします。 

 

毎月１０日・２０日・３０日は  
「町内一斉消毒の日」  
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◆ 「行政相談」を実施します 
 

行政相談は、国の行政全般について皆さんの苦情や意見・要望を聴いた上で、

公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や

実現の促進を図るとともに、皆さんの声を行政の制度・運営の改善に生かして

います。国の仕事やその手続き、サービスについて困っていることはありませ

んか。相談は無料、予約なしでお気軽に利用できます。相談者の秘密は、固く

守ります。 

次の日程で行政相談が実施されますので、お気軽にご相談ください。  

日  程 ９月２日（月）・９月１７日（火） 

時  間 午前１０時～正午 

場  所 総合福祉センター「元気の杜」 

相談委員 下石 年成さん 大村 田三さん 

※お問い合わせは、総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２３４）にお願いします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆「法律相談」（無料）を実施します 

社会福祉協議会では、毎月第３火曜日に法律相談を開設しています。 

日  程 ９月１７日（火） 

時  間 午後１時３０分～４時３０分 

場  所 総合福祉センター「元気の杜」 

内  容 

土地・建物・登記・遺言・結婚・離婚・金融上のトラブルなど、

生活にかかわる法律上のあらゆる相談・悩みごとに対して、司

法書士が適切にお答えします。 

申込方法 

当日は予約制です。人数に制限がありますので、相談を希望す

る人はお早めに電話で申し込むか、直接来館してお申し込みく

ださい。なお秘密は固く守られます。 

※お申し込み・お問い合わせは、社会福祉協議会 

（☎５２－１２４６）にお願いします。 

 

 

 

⑨ 相 談 


